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箱根町は、令和３年９月３０日付けで、神奈川県と新型コロナウイルス感染症の自宅療

養に係る連携事業に関する覚書を締結し、自宅療養者への生活支援事業を連携事業として、

県から事業実施に必要な個人情報(自宅療養者の氏名、住所、連絡先、療養期間)の情報提

供を受け、自宅療養者への生活支援を実施します。 

 

１ 目 的 

自宅療養者の増加に伴い、自宅療養する際に、家族や友人・知人等の支援がなく、

また、通販サイトや宅配サービスを利用できない方もいることが見込まれるため、支援

を行うもの。 

 

２ 内 容 

 (1) 事業対象者： 新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養している方

のうち、家族や知人等による支援がなく、かつ、宅配サービ

ス等の利用による食料品等の確保が困難な方     

 

（2）支 援 内 容： 食料品及び生活必需品（衛生用品等）の無料支給、パルス

オキシメーター及び二酸化炭素濃度測定器の貸出し、燃せる

ごみの戸別収集を行います。 

 

(3) そ の 他： 自宅療養者からの支援の依頼を受ける際に、健康相談に応

じます。ただし、療養に関するものや治療に関する専門的な

内容は、県や保健福祉事務所につなげます。 

 

３ 申請方法 

  箱根町福祉部保険健康課総合保健福祉センターさくら館（電話0460-85-

0800）に電話等で申請する。 

 

４ 実施開始 

  令和３年１０月１日から 

新型コロナウイルス感染症の自宅療養に係る連携事業に関する覚書の締結

及び同感染症自宅療養者支援事業の開始について 


